
松本市上下水道局

松本市の水道料金について

資料１



松本市上下水道局 水道料金の徴収
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☆水道料金は、地区で２つのグループに分け、隔月で検針し、

２か月毎に徴収しています。

・検針

各月上～中旬

・納付書発行

各月下旬

・納期限

翌月７日

※下水道使用料は、水道

料金の翌月に徴収



松本市上下水道局 準備（基本）料金と水量料金
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準備（基本）料金 水量料金

口径ごとに徴収 使用水量ごとに徴収

☆ 1か月に口径13㎜で10㎥使用した場合の一般家庭の料金は・・・

水道料金（1,570円）[10円未満切り捨て]＝準備料金（858円）+水量料金（71.5円×10㎥＝715円）

§では、 口径13㎜の一般家庭で2か月に52㎥使用した場合は？ → 1か月分を計算してから、2倍します。

口径（㎜） １か月につき（円） 水量区分 1㎥につき（円）
13 858 10㎥以下 71.5
20 2090 10㎥超20㎥以下 115.5
25 3850 20㎥超 176
30 8250 口径30㎜以上 176
40 14300 55
50 22000 440
75 52800 71.5
100 90200
150 198000

準備（基本）料金 水量料金
種別・用途別

専用給水装置
一般用

口径25㎜以下

　　浴場営業用
　　臨時給水

共用給水装置

・ 準備料金 858円（1か月分）

・ 水量料金 52㎥/2か月＝26㎥（1か月分）

10㎥以下 10㎥超20㎥以下 30㎥超

（71.5円×10㎥）+（115.5円×10㎥）+（176円×6㎥）＝715円+1,155円+1,056円＝2,926円

★水道料金は、858円+2,926円≒3,780円（1か月分）[10円未満切り捨て] 3,780円×2か月＝7,560円



松本市上下水道局 水道料金 県内１９市 比較表 1/2
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松本市上下水道局 水道料金 県内１９市 比較表 2/2

４



松本市上下水道局 水道料金改定経過

５


